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○川南町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

平成19年３月30日告示第48号 

改正 

平成24年３月30日告示第37号 

平成29年３月14日告示第13号 

令和５年２月15日告示第17号 

令和７年３月28日告示第72号 

令和８年３月25日告示第51号 

令和８年５月20日告示第82号 

川南町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、生活排水による河川の水質汚濁を防止し、水環境の保全に努めるため、浄化

槽を設置する者に対する浄化槽設置整備事業補助金（以下「補助金」という。）の交付について、

補助金等の交付に関する規則（昭和50年川南町規則第12号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 浄化槽 浄化槽法（昭和58年法律第43号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する

浄化槽をいう。 

(２) 補助対象区域 公共下水道事業及び漁業集落排水事業の区域を除く町内全域 

(３) 住宅 専用住宅又は併用住宅をいう。ただし、建売住宅、別荘、共同住宅、寄宿舎及び賃

貸住宅を除く。 

(４) 単独処理浄化槽等 法第３条の２第１項ただし書に規定するし尿のみを処理する設備又は

施設及びくみ取り槽をいう。 

(５) 転換 単独処理浄化槽等を浄化槽に切り換えることをいう。ただし、住宅の建替えに伴う

ものを除く。 

（補助対象者） 

第３条 町長は、補助対象区域において、住宅に10人槽以下の浄化槽を転換により設置する者（以

下「設置者」という。）に対して、補助金を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれか

に該当する者に対しては、補助金を交付しない。 
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(１) 法第５条第１項による設置の届出の審査又は建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第

１項による確認を受けずに浄化槽を設置する者 

(２) 住宅を借りている者で所有者の承諾が得られないもの 

(３) 町税を滞納している者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の交付額は、別表に定める補助金の額と実事業費を人槽区分ごとに比較して少ない

方の額とし、予算の範囲内で交付する。 

２ 転換に伴い単独処理浄化槽等の撤去に要する費用が生じる場合には、次に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額を上限として当該費用を前項に規定する補助金の額に加算することができる。 

(１) 単独処理浄化槽の撤去 15万円 

(２) くみ取り槽の撤去 12万円 

３ 前２項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

４ 実事業費が第１項及び第２項により算出した補助金の額の合計を超える場合は、当該額に２０

万円を加算した額を補助金の額とすることができる。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする設置者は、補助金等交付申請書に次に定める書類を添付し

て、提出しなければならない。 

(１) 事業計画書（様式第１号） 

(２) 収支予算書（様式第２号） 

(３) 工事請負契約書の写し又は見積書 

(４) 関係機関を経由して審査された浄化槽設置概要書又は浄化槽設置届出書の写し 

(５) 住宅を借りている者は、所有者の承諾書 

(６) 床下配管を行う者は、床下配管設置確認書（様式第３号） 

(７) その他町長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交

付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付決定通知書により設置者に通知するものとする。 

（事業計画の変更等） 

第７条 設置者は、事業計画に変更があるとき又は事業の廃止若しくは中止のあるときは、計画変

更承認申請書（様式第４号）を町長に提出し承認を受けなければならない。 
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（実績報告等） 

第８条 設置者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届（様式第５号）に工事の施工過程

及び完成後の写真を添付して町長に報告するものとし、あわせて完成検査を受けなければならな

い。 

２ 設置者は、完成検査後に事業実績報告書に次に定める書類を添付して、町長に提出しなければ

ならない。 

(１) 事業実施報告書（様式第６号） 

(２) 収支決算書（様式第７号） 

(３) 工事費請求書又は領収書の写し 

(４) 法第７条に規定する法定検査の申込みを証する書面 

(５) 保守点検及び清掃業務委託契約書の写し 

(６) 完成検査写真 

(７) 浄化槽設置確認チェックリスト（様式第８号） 

(８) 床下配管を行った場合は、床下配管設置確認チェックリスト（様式第９号） 

(９) その他町長が必要と認める書類 

（交付額の確定及び請求） 

第９条 町長は、前条第２項により提出された事業実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金

の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補

助金の交付額確定通知書により設置者に通知するものとする。 

２ 設置者は、補助金の額の確定後に補助金の請求書（様式第10号）により補助金の請求を行うも

のとする。 

（設置後の責務） 

第10条 設置者は、浄化槽が常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理に努めると共に、

次に定める事項を遵守しなければならない。 

(１) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者と業務委託契約を締結すること。 

(２) 法第７条及び第11条検査を受検し、その結果を町長に報告すること。 

(３) 浄化槽の維持管理状況の調査及び指導に応じること。 

（委任） 

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この告示は、平成19年４月１日から施行する。 

（川南町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 川南町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成５年川南町訓令第４号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この告示施行の際、現に廃止前の川南町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成５年川南町

訓令第４号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

附 則（平成24年３月30日告示第37号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月14日告示第13号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月15日告示第17号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（令和７年３月28日告示第72号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月25日告示第51号） 

この告示中第１条の規定は令和８年４月１日から、第２条の規定は令和11年４月１日から施行す

る。 

附 則（令和８年５月20日告示第82号） 

この告示は、公表の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 

別表（第４条関係） 

浄化槽設置整備事業費 

補助の区分 補助金の額 

５人槽 332,000円 

７人槽 414,000円 

10人槽 548,000円 

 

 

 


